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「出来高部分払方式の実施について」の一部改正について 

 

 「「工事請負契約書の制定について」の一部改正について」（令和２年３

月 17日付け国地契第 63号、国北予第 49号）により「「工事請負契約書の

制定について」（平成７年６月 30日付け建設省厚契発第 25号）」が改正さ

れたこと等を受け、「出来高部分払方式の実施について」（平成 22年９月

28日付け国地契第 30号、国官技第 207号）の一部を下記のとおり改正す

ることとしたので、遺漏なきよう措置されたい。 

 

記 

 

 「出来高部分払方式の実施について」（平成 22年９月 28日付け国地契第

30号、国官技第 207号）中、「出来高部分払方式 実施要領」及び別紙－

１から別紙－４を以下のとおり改める。 

  


